
藤沢市では、湘南海岸周辺の良好な景観形成を近隣市町と連携

しながら、将来にわたって維持保全していくため、下記の公共施

設を景観法に基づく景観重要公共施設に指定し、平成２５年４月

１日から運用を開始しました。 

対象となる公共施設において占用許可等を受ける場合は、従来

の占用許可基準と合わせて、景観重要公共施設の基準に適合する

ことが必要となります。占用許可申請を行う際は、事前に藤沢市

景観担当課の事前確認を受けていただきますようご協力をお願い

いたします。 
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湘南海岸周辺及び江の島の公共施設における占用許可等について 

＜問い合わせ先＞ 藤沢市 計画建築部 街なみ景観課 

           住所    藤沢市朝日町１－１（分庁舎３階）  

           7HO & )D[   ����-��-����（直通）、����-��-����（)D[） 

           ホームページ  KWWS���ZZZ�FLW\�IXMLVDZD�NDQDJDZD�MS�NHLNDQ�LQGH[�VKWPO 

対 象 施 設 

国道１３４号 

湘南海岸公園 
 県立湘南海岸公園 
 鵠沼海浜公園 
 県立辻堂海浜公園 

藤沢海岸 
 藤沢海岸 
 湘南港海岸 
 国道134号自転車歩行者専用道路 

片瀬漁港 

湘南港 

湘南港臨港道路 

県道３０５号（江ノ島） 

市道片瀬３３４号線 

市道片瀬３５８号線 

景観重要公共施設 位置図 

藤沢市で占用許可手続きを申請される皆様へ 

対象となる法令一覧 

道路法 

 第32条第1項、第3項 

都市公園法 

 第5条第1項 

 第6条第1項、第3項 

海岸法 

 第7条第1項 

 第8条第1項 

 第37条の4 
 第37条の5 
漁港漁場整備法 

 第39条第1項 

港湾法 

 第37条第1項 

・占用許可申請書をお持ちください。 

・提出部数は、占用許可申請の 

 正本・副本及び藤沢市控えの 

 計３部となります。 

・審査期間は、１週間程度です。 

※既存の許可物件等については事前確認対象外となる場合が 

 あります。詳しくはＨＰをご覧になるか、下記連絡先へ 

 お問い合わせください。 



占用許可等に関する景観重要公共施設の基準 

公共施設名 及び 根拠法令 景観重要公共施設の基準（占用許可準等） 

国道１３４号 

 

（道路法第32条第1項又は第3項） 

・信号柱、標識、公共サイン、道路反射鏡等は仕様の統一と共架

に努め、ポールの色彩は10YR8.5/0.5程度とする。 

・電線類の地中化に伴い設置する地上機器等の箱状工作物の色彩

は、10YR 6/1程度とする。 

・その他の工作物の色彩は色相R,YR,Y系は彩度６、その他の色

相は彩度４を超える色彩を使用せず、周辺の自然環境との調和

に配慮したものとする。 

湘南海岸公園 

 

（都市公園法第5条第1項又は第6条第1
項若しくは第3項） 

・工作物は、色相R,YR,Y系は彩度６、その他の色相は彩度４を

超える色彩を使用せず、周辺の自然環境との調和に配慮したも

のとする。 

・自動販売機の配置、色彩は、景観に配慮したものとする。 

・公共サインの地色は控えめな色彩を用いるとともに、使用する

色彩は3色程度におさめること。 

藤沢海岸 

 

（海岸法第7条第1項、第8条第1項、第

37条の4又は第37条の5、港湾法第37条
第1項、道路法第32条第1項又は第3項） 

・工作物は、 色相R,YR,Y系は彩度６、その他の色相は彩度４を

超える色彩を使用しない。 

・自動販売機の配置、色彩は、景観に配慮したものとする。 

・公共サインの地色は控えめな色彩を用いるとともに、使用する

色彩は3色程度におさめること。 

片瀬漁港 

 

（漁港漁場整備法第39条第1項） 

・工作物は、 色相R,YR,Y系は彩度６、その他の色相は彩度４を

超える色彩を使用せず、周辺の自然環境との調和に配慮したも

のとする。 

・自動販売機の配置、色彩は、景観に配慮したものとする。 

・公共サインの地色は控えめな色彩を用いるとともに、使用する

色彩は3色程度におさめること。 

湘南港 

 

（港湾法第37条第1項） 

・大規模な工作物は、湘南港臨港道路付近に極力設置しないこと

とし、海や江の島への眺望に配慮した配置に努める。 

・工作物は、色相R,YR,Y系は彩度６、その他の色相は彩度４を

超える色彩を使用せず、周辺の自然環境との調和に配慮した形

態意匠とする。 

・公共サインの地色は控えめな色彩を用いるとともに、使用する

色彩は3色程度におさめること。 

湘南港臨港道路 

 

（港湾法第37条第1項） 

・標識、公共サイン、道路反射鏡等は仕様の統一と共架に努め、

ポールの色彩は10YR2/1程度とする。なお、江の島大橋以北に

ついては10YR8.5/0.5程度とする。 

・電線類の地中化に伴い設置する地上機器等の箱状工作物の色彩

は、10YR2/1程度とする。なお、江の島大橋以北については

10YR 6/1程度とする。 

・その他の工作物の色彩は色相R,YR,Y系は彩度６、その他の色

相は彩度４を超える色彩を使用せず、周辺の自然環境との調和

に配慮したものとする。 

県道３０５号（江ノ島） 

 

（道路法第32条第1項又は第3項） 

・標識、公共サイン、道路反射鏡等は仕様の統一と共架に努め、

ポールの色彩は10YR2/1程度とする。 

・電線類の地中化に伴い設置する地上機器等の箱状工作物の色彩

は、10YR2/1程度とする。 

・橋梁に添架する施設は、修景に努める。 

・その他の工作物の色彩は色相R,YR,Y系は彩度６、その他の色

相は彩度４を超える色彩を使用せず、周辺の自然環境との調和

に配慮したものとする。 

※市道片瀬���号線、���号線の基準はありません。 


